
市民生活部

小椋 勝

令和４年度鳴門市部⾧実行宣言

市民協働推進課・市民課・スポーツ課・文化交流推進課

視  点 （該当する視点を選択）

最重要課題  チャレンジ  SDGs取組推進

宣 言 項 目

マイナンバーカードの普及促進

現 状 課 題

①申請済み未交付者数の解消  前年比30%以上削減

②出張申請の積極的な展開      年10回以上の実施

③マイナンバーカードの交付促進に係る周知啓発の拡充

               広報等による周知回数 40回以上

①申請済み未交付者の方への受け取り勧奨の強化（通知および直接連絡などに

 よる勧奨）

②国のマイナポイント事業や県のプレミアムポイント事業を効果的に活用した

 周知啓発および交付促進対策の強化を行う。

③市内事業者等への協力依頼を行い、出張申請を積極的に展開する。

④保険証としての機能などマイナンバーカードの利便性やメリットについて、

 分かりやすい周知を継続的に実施する。

マイナンバーカード交付率の向上を図るため広報・ＰＲをはじめ開庁時

間の延⾧や出張申請の実施などに積極的に取り組んでいる。

【令和３年度実績】

・交付数（累計）   25,060枚

・交付率                    44.56％

・広報等による周知回数  23回

・申請済み未交付数       639枚

国では令和4年度中にほぼ全国民がマイナンバーカードの所持することを

目標として掲げ、様々な施策を講じているものの、達成は非常に厳しい

状況である。本市でも令和４年４月１日時点で全国平均交付率43.3％や

県の41.2％を上回っているが、目標達成は厳しい状況が続いている。

令和４年度目標 目標達成及び課題解決に向けた具体的取組



市民生活部

小椋 勝

令和４年度鳴門市部⾧実行宣言

市民協働推進課・市民課・スポーツ課・文化交流推進課

視  点 （該当する視点を選択）
最重要課題  チャレンジ  SDGs取組推進

宣 言 項 目
スポーツ大会・合宿の誘致及びスポーツ関連産業の成⾧産業化の推進

現 状 課 題

①広くスポーツ大会や合宿を誘致・開催することにより交流人口の増加を図る。

◆スポーツ大会・合宿誘致 １４件

◆大会合宿誘致県外訪問活動 ４日

②ＮＡＲＵＴＯスポーツコミッションで開発したナルトレタビとスポーツフードのさ

らなる販売促進を通じて、スポーツと地域産業の振興を図る。

◆ナルトレタビ販売数  300足  ◆スポーツフード販売数  1,100食

◆スポーツ産業ＰＲ出店 ３件

①スポーツ大会・合宿を取り扱う県外の旅行代理店を訪問し、豊かな自然環境や鳴

門・大塚スポーツパークをはじめとするスポーツ施設、宿泊や食事などの本市の魅力

を伝えるＰＲ活動を行い、本市でのスポーツ大会・合宿の開催件数を増加させること

により地域の活性化につなげる。

②コミッションで開発したスポーツ足袋「ナルトレタビ」のさらなる販売促進を図る

ため、新たにＰＲブース等への出店を行い、商品の知名度向上と販売促進に取り組む

とともに、足袋を使った新しいトレーニングを「鳴門モデル」として全国に発信す

る。また、アスリートに必要な栄養を考え開発した「スポーツフード」についても、

併せてＰＲするほか、大会・合宿誘致などの機会を捉えて全国に発信する。

令和３年３月に設立されたNARUTOスポーツコミッションと連携し、スポーツ大

会・合宿の誘致及びスポーツ関連産業の成⾧産業化の推進に取り組んでいる。

【令和３年度実績】

◆スポーツ大会・合宿誘致  ６件 ◆大会合宿誘致県外訪問活動 ４日

◆ナルトレタビ販売数 248足（ほか市事業に850足販売）

◆スポーツフード販売数  1,046食    ◆スポーツ産業ＰＲ出店  ０件

これまでコロナ禍においての活動制限を受ける中でも、可能な範囲で大会・合宿誘致

やスポーツ関連産業の創出などに取り組んできた。今後、アフターコロナへの移行に

伴い大会・合宿需要が回復することが予想されることから、誘致及びスポーツ関連産

業の成⾧産業化の推進について、さらに積極的に取り組む必要がある。

令和４年度目標 目標達成及び課題解決に向けた具体的取組



市民生活部

小椋 勝

令和４年度鳴門市部⾧実行宣言

視  点 （該当する視点を選択）

最重要課題  チャレンジ  SDGs取組推進

市民協働推進課・市民課・スポーツ課・文化交流推進課

①エシカル消費に関する講演会の実施・・・１回

②出前講座開催数   ・・・７回以上

③フードポスト  ・・・６００点以上

④消費生活協力団体・・・１５団体以上

①②エシカル消費に関して、市民向けの講演会の実施や、出前講座に「身近に

 できるSDGｓ食品ロス削減とエシカル消費」を新設するなど取り組みの促進

 に努める。

③市が設置するフードポストの活用について周知を行い、食品ロスの削減に努

 める。

④消費生活協力団体を拡充することにより、地域での見守り体制や情報収集力

 を強化し、消費者トラブルを未然防ぐことに努める。

宣 言 項 目

令和４年度目標 目標達成及び課題解決に向けた具体的取組

自立した消費者の育成及び消費者問題に関する地域での見守り体制の充実

現 状 課 題

【令和３年度実績】

〇出前講座開催数    ・・・５回

〇フードポスト・・・５４９点

〇消費生活協力団体・・・無し

法改正により成年となる若年層を含め、消費者トラブルを未然に回避で

きるよう、一人ひとりが自ら判断・選択・行動ができる消費者力の向上

を図るとともに、消費者被害の早期発見や被害拡大防止につながる地域

での見守り体制の充実を図る必要がある。また、社会的課題の解決につ

ながるエシカル消費への取り組みについても積極的に促進する必要があ

る。


